
稲葉特別支援学校高等部生徒心得 

 

１ 基本生活に関すること 

（１）欠席及び遅刻 

① 欠席するときは、朝のうち（※）に学校とスクールバスへ連絡すること。 

② 遅刻が事前に分かっている場合は、前日までにクラス担任に届けること。当日の

場合は、朝のうちに学校とスクールバスに連絡すること。 

（２）在校時間中は校外へ出ない。特に必要な場合はクラス担任の許可を得ること。 

（３）高等部生としてふさわしくない行動は慎むこと。学校内外問わず、飲酒、喫煙、 

その他非行に類する行為を行わないこと。 

（４）持ち物 

① 学習上必要なもの以外は持ってこないこと。必要な場合は担任の許可を得るこ

と。 

② 学校に不必要なものを持ってきた場合は、学校に預けること。 

③ スマートフォンや貴重品は在校時間中、学校に預けること。 

（５）夜間（２２時以降）の外出は控えること。 

（６）礼儀を重んじ、教師・学友間・来客への挨拶をすること。 

（７）交際については健全明朗でお互いの人格を尊重し、公明正大であること。 

※ 「朝のうち」の時刻はスクールバスへの連絡の規定に準ずる。 

     自主通学の生徒については８：２５までに学校へ連絡すること。 

 

２ 頭髪・服装などに関すること 

  通学時及び校外教育活動では常に品位を保つよう心がけること。 

（１）頭髪 

  ① 清潔感を与えるものであること。 

  ② パーマ・カラー・脱色などの頭髪加工はしない。 

（２）その他 

  ① 通学用靴は原則として運動靴とする。サンダル類は認めない。 

  ② アクセサリーや化粧などはしないこと。 

 

３ 指導 

  問題行動があった者には別に定める規程及び細則に従って指導する。 

 

４ その他 

  自動車免許や原動機付自転車免許、アルバイト等に関する細則は別に定める。 

 

【参考】公明正大 かくしだてをしないで正しいこと。正しく公平なこと。 

健全   考え方や行動が偏らず、調和がとれていること。 

明朗   明るく朗らかなこと。うそやごまかしがないこと。 

 


